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第１ 監査の概要

１ 監査の目的

財政援助団体等監査は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」と

いう。）第１９９条第７項の規定により、公金の適正な支出を担保することを目的とし

て、渋谷区が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給、その他の財政的

援助（以下「補助金等」という。）を交付している団体の出納その他の事務が適正かつ

効率的に行われているか、出資、指定管理及び財政的援助の目的に沿った事務運営が

円滑に行われているか等について監査する。

  あわせて、同条第１項及び第５項の規定により、随時監査として、本年度の財政援

助団体等監査の対象となった団体の所管部局に対して、出資、指定管理及び債務保証

並びに財政的援助に関する事務手続が適正かつ効率的に行われているか、所管部局の

指導監督が適切に行われているかなどについても監査する。

２ 監査の期間

   令和５年８月４日（金）から令和６年３月６日（水）まで

３ 監査の方法

  対象団体ごとの事業実態等を踏まえた上で、試査の方法により、書類審査、関係者

への質問等を行った。その際、一部の監査実施団体については、公認会計士の専門的

知見を活用した。

４ 監査対象範囲

(1) 財政援助団体等監査

令和４年度及び令和５年度において渋谷区が行った財政援助団体に対する財政的

援助等の出納、精算その他これに関連する事務並びに出資団体、債務保証団体及び

指定管理者に係る事務。ただし、必要があると認めたときは、他の年度に及ぶもの

とした。

(2)  随時監査

本年度の財政援助団体等監査の対象団体（当該団体に対する財政的援助と同一の

根拠に基づき財政的援助を受けている団体を含む。）等に対し、渋谷区が交付した又

は交付する財政的援助について交付申請の収受から交付決定、精算に至るまでの事

務並びに出資団体、債務保証団体及び指定管理者に関する事務（対象年度は令和４

年度及び令和５年度）。ただし、必要があると認めたときは、他の年度に及ぶものと
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した。

５ 監査の着眼点

   財政援助団体等監査及び随時監査の着眼点は、次のとおりである。

(1) 財政援助団体

ア 団体

(ｱ) 事業計画書、予算書及び決算書その他の関係書類と所管部局へ提出した交付

申請書、実績報告書等は符合するか。

(ｲ) 補助金交付申請から実績報告までの手続は、適切に行われているか。

(ｳ) 補助金等に係る収支の会計経理は適正に行われているか。

イ 所管部局

(ｱ) 補助金等の額算定、交付方法、時期、手続等は適正か。

(ｲ) 補助金等の効果及び条件の履行の確認は、実績報告書等により行われている

か。

(ｳ) 財政援助団体への指導監督は適切に行われているか。

(2)  出資団体

ア  団体

(ｱ) 定款、経理規程等の諸規程は整備されているか。

(ｲ) 設立目的（出資目的）に沿った事業運営が行われているか。

(ｳ) 財務諸表等は法令等に準拠して作成されているか。

(ｴ) 事業成績、財政状況は適正に財務諸表等に表示されているか。

  (ｵ) 経営成績及び財政状態は良好か。

(ｶ) 会計経理及び財産管理は適切か。

イ 所管部局

(ｱ) 出資者としての権利行使は適切に行われているか。

(ｲ) 出資団体の経営成績及び財政状態を把握し、適切な指導監督を行っているか。

(3)  債務保証団体

ア  団体

(ｱ) 債務保証に係る借入金は、契約に基づいた償還をしているか。

イ 所管部局

(ｱ) 債務保証に関する契約は適正に行われているか。

(ｲ) 債務保証に係る借入金は、債務保証団体が、契約に基づいた償還をしている

か。

(4) 公の施設の指定管理者

ア 団体
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(ｱ) 協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。

(ｲ) 公の施設の管理に係る収支会計経理は適正になされているか。

(ｳ) 公の施設の管理に係る管理規程、経理規程等の諸規程は整備されているか。

イ 所管部局

(ｱ) 指定管理者の指定手続は、適正・公正に行われているか。

(ｲ) 管理に関する協定等は適正に行われているか。

(ｳ) 事業報告書の点検は適切に行われているか。

６ 監査の調査対象

今年度の監査の対象は、次のとおりとし、調査をした。

(1) 財政援助団体（補助金等を交付している団体）

(2) 出資団体（資本金、基本金等の４分の１以上を出資している団体）

(3) 債務保証団体（借入金の元利又は利子の支払を保証している団体）

（4） 公の施設の指定管理者（公の施設の管理を行わせている法人その他の団体）

７ 監査実施団体

監査実施団体及び所管部局の一覧

№ 団  体  名 区  分 所管部局

1 株式会社渋谷サービス公社 出資団体 総務部

2
株式会社伊豆急コミュニティー・株式会社

渋谷サービス公社共同事業体
指定管理者 区民部

3 公益社団法人渋谷区勤労者福祉公社 財政援助団体 産業観光文化部

4 渋谷公園通商店街振興組合 財政援助団体 産業観光文化部

5 渋谷公会堂プロジェクトチーム 指定管理者 産業観光文化部

6 公益社団法人温故学会 財政援助団体 産業観光文化部

7 一般社団法人渋谷ユナイテッド 財政援助団体 スポーツ部

8 ちがいをちからに共同事業体 指定管理者 スポーツ部

9 社会福祉法人渋谷区社会福祉事業団 出資団体・財政援助団体
福祉部・

子ども家庭部
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10 社会福祉法人武蔵野療園 指定管理者・財政援助団体 福祉部

11 株式会社やさしい手 指定管理者・財政援助団体 福祉部

12 一般社団法人ビーンズ 財政援助団体 福祉部

13 社会福祉法人ふれあい福祉協会 財政援助団体 福祉部

14 株式会社ポピンズエデュケア 財政援助団体 子ども家庭部

15 ナチュラルスマイルジャパン株式会社 財政援助団体 子ども家庭部

16 株式会社テノ.コーポレーション 財政援助団体 子ども家庭部

17 株式会社こどもの森 財政援助団体 子ども家庭部

18 社会福祉法人聖母の会 財政援助団体 子ども家庭部

19 社会福祉法人東香会 財政援助団体 子ども家庭部

20 株式会社東急コミュニティー 指定管理者 都市整備部

21 東急バス株式会社 財政援助団体 土木部

22 宮下公園パートナーズ 指定管理者 土木部

   ※今回は、債務保証団体の監査は実施しなかった。

第２ 監査の結果

１ 概要

監査実施団体における財政的援助等に係る出納その他の事務処理及び諸帳簿、関係

書類の作成管理並びに所管部局における財政的援助等の申請受理、審査、交付、精算

等の手続及び内容等については、おおむね適正に行われていると認められた。

しかし、監査実施団体の一部及びその所管部局については、改善が必要な事項であ

る指摘事項又は意見・要望事項が認められた。

なお、改善が必要な事項には至らなかったものの、諸帳簿、関係書類等における軽

微な過誤があったものについては、口頭により指導を行った。
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（注）本報告書における財政的援助等の金額は、特に記載がない限り、令和４年度の数

値である。

２ 団体別の監査の結果

(1) 株式会社渋谷サービス公社

ア 事業の概要

東京都渋谷区に本社を置き、公共施設の管理、運営等の事業等を行うことを目

的とする。

  イ 財政的援助等の内容

出資金 60,000,000 円（渋谷区は、平成２年４月から６月まで及び平成７年に

発行された発行済株式の 1,200 株全株を有している。）

ウ 監査の結果

会計処理について、次のとおり指摘事項が認められた。

まず、棚卸資産に係る売上原価の一部に、サンプルで得意先に提供している在

庫が含まれていたため、見本品費又は広告宣伝費として計上するよう求めた。

次に、経理規程内規には、固定資産は毎期 1 回以上実地棚卸を行うこととなっ

ているが、行われていなかったため、規程にのっとるよう求めた。

また、次のとおり、意見・要望事項が認められた。

棚卸資産について、管理規程が整備されていないため、整備するよう求めた。

なお、前回監査においても求めた、団体の規程類について整合性が取れていな

い部分がいまだ見受けられたため、改正するよう求めたところ、実査後速やかに

改正がされたことを確認した。

(2)  株式会社伊豆急コミュニティー･株式会社渋谷サービス公社共同事業体

ア 事業の概要

     ホテルの経営等の事業を行う株式会社伊豆急コミュニティー（代表企業）と公

共施設の管理、運営等の事業を行う株式会社渋谷サービス公社との共同事業体で

あり、指定管理者として渋谷区立河津さくらの里しぶやを運営する。

イ 財政的援助等の内容

  指定管理施設 渋谷区立河津さくらの里しぶや

  指定管理期間 令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月 31 日まで

     指定管理料             120,675,977 円（消費税含む）

  （内訳）年度協定書記載額    117,807,000 円（消費税含む）

        追加額（光熱水費） 2,868,977 円（消費税含む）

   ウ 監査の結果



6

公の施設の管理及び補助金等の執行に係る出納その他の事務の執行について、

次のとおり指摘事項が認められた。

指定管理料及び利用料金収入に対応する支出について、自主事業の売上の原価

相当額を含めて、区へ報告されていたため、令和５年度分の報告からは、当該原価

相当額を取り除いて表示するよう求めた。

また、次のとおり意見・要望事項が認められた。

第１に、区と指定管理者の間で締結している基本協定書には、原則として、管理

物件を維持するための修繕について、所定の金額以下のものについては、指定管

理者の責任及び費用負担において実施するものとする旨規定されている。例外的

に、責任及び費用負担について、区と指定管理者間で協議の上別に定めることが

できる旨規定されている。しかし、所定の金額以下の修繕においても、協議を行う

ことなく、区が負担している事例が見受けられた。今後、書面で協議を行うよう求

めた。

第２に、所管部に対して、区と指定管理者間の指定管理料の変更に関する覚書

の決裁文書に算定根拠となる資料が添付されていなかったので、今後同様の決裁

が生じた際、資料を添付するよう求めた。

第３に、所管部に対して、同基本協定書に事業報告書は区の承認を必要とする

旨規定されているが、供覧手続はされているものの、承認の決裁がされていなか

ったため、今後協定書にのっとり行うよう求めた。

なお、同基本協定書に、運営協議会の設置について、別途規約を定めるものとす

ると規定されているが、規約が定められていなかったため、規約を定めるよう求

めたところ、実査後定められたことを確認した。

⑶  公益社団法人渋谷区勤労者福祉公社

ア 事業の概要

東京都渋谷区に主たる事業所を置き、中小企業勤労者の福利厚生のための健康

管理支援に関する事業等を営むことを目的としている。

イ 財政的援助等の内容

  公益社団法人渋谷区勤労者福祉公社補助金  45,167,161 円

            （内訳）職員人件費  40,296,687 円

                管理運営費  4,870,474 円

ウ 監査の結果

     補助金に係る出納及びその他の事務の執行については、おおむね適正に行われ

ていた。ただし、次のとおり意見・要望事項が認められた。

団体に対して、金銭の支払業務について、発注が経理責任者の決裁を経ずに行
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われていた。今後は、会計事務処理規程等にのっとり、経理責任者の決裁を得た

会計伝票に基づき行うよう求めた。

         

⑷ 渋谷公園通商店街振興組合

ア 事業の概要

     当団体は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業

を行うとともに、地区内の環境改善を図るための事業を行うことにより、組合員

の事業の健全な発展に寄与し、あわせて公共の福祉の増進に資することを目的と

する。

イ 財政的援助等の内容

渋谷区商店街活性化事業助成金 6,086,000 円

  商店街共同施設維持管理費補助金（街路灯） 1,161,000 円

  渋谷区商店街チャレンジ戦略支援事業補助金 5,024,000 円

ウ 監査の結果

補助金等に係る出納及びその他の事務の執行は、おおむね適正に行われていた。

なお、所管部に対して、団体から提出された実績報告書の収受・供覧手続が漏

れていたため、手続をするよう求めたところ、後日、手続が完了したことを確認し

た。

⑸ 渋谷公会堂プロジェクトチーム

ア 事業の概要

       株式会社アミューズ（代表企業）、ＬＩＮＥヤフー株式会社（令和５年１０月よ

り社名変更）、株式会社パシフィックアートセンターで構成される事業体で、渋

谷公会堂の指定管理者として、施設管理、運営等を行っている。

イ 財政的援助等の内容

  指定管理施設   渋谷公会堂

  指定管理期間   平成 31 年 2 月 1 日から令和 11 年 3 月 31 日まで

  指定管理料    なし

  指定管理者納付金 29,991,558 円

（余剰金（利用料金等から管理経費を控除した金額）に 100

分の 45 を乗じて得た額）

ウ 監査の結果

公の施設の管理運営は、目的に沿って、おおむね適正に行われていた。

⑹ 公益社団法人温故学会
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ア 事業の概要

     文化財保護の公益性にかんがみ、塙保己一の遺志を継承し、その偉業の大成を

図り、特に群書類従版木１７，０００枚余を永久に維持保管して学界に貢献し、

もって公共の福祉の増進に資すること目的としている。

  イ 財政的援助等の内容

     貸付金   97,092,100 円（平成 18 年 11 月 10 日から 20 年間）

     運営費補助金 6,000,000 円

  ウ 監査の結果

    補助金等に係る出納及びその他の事務の執行については、おおむね適正に行わ

れていた。

なお、所管部に対しては、団体から提出された補助金に係る事業報告書の供覧

手続がされていなかったので、供覧するよう求めたところ、実査後、供覧手続が

されたことを確認した。

⑺ 一般社団法人渋谷ユナイテッド

ア 事業の概要

    渋谷区を拠点とし、スポーツ及び文化活動の普及、振興及び育成に関する事業

等を行う。

  イ 財政的援助等の内容

    一般社団法人渋谷ユナイテッド運営費補助金 56,232,970 円

  ウ 監査の結果

   補助金等に係る出納及びその他の事務の執行については、おおむね適正に行わ

れていた。ただし、次のとおり意見・要望事項が認められた。

   まず、団体に対して、公益法人会計基準に規定する財務諸表に注記すべき事項

が財務諸表に注記されていなかったため、次の決算時は注記するよう求めた。

   次に、団体に対して、渋谷区と団体が締結している派遣協定において、渋谷区

から派遣中の職員の服務は派遣先の規程による旨規定されている。渋谷区職員の

服務規程で改正された事項について、団体における渋谷区からの派遣職員の就業

規程は改正されていなかった。今後は、渋谷区からの派遣職員の不利益とならな

いよう、適正に規程の改正を行うよう求めた。

   なお、現金について、スポーツ施設の指定管理者に預けている釣り銭準備金が

あるが、職員が定期的に確認はしていたものの、目視による確認のみであったた

め、残高を確定し適切な統制を設ける意味でも確認記録を残すよう求めたところ、

改善案が示され、適切な運用となったことを確認した。



9

⑻ ちがいをちからに共同事業体

ア 事業の概要

株式会社ティップネス（代表企業）、株式会社ハリマビステム及び東急スポーツ

システム株式会社で構成される共同事業体で、スポーツセンター、代々木西原公

園庭球場、代々木大山公園運動場、二子玉川区民運動施設の指定管理者として令

和５年４月から施設管理、運営等を行っている。なお、令和５年３月までは、株

式会社ティップネス（代表企業）及び株式会社ハリマビステムで共同事業体を構

成していた。

イ 財政的援助等の内容

指定管理施設 スポーツセンター、代々木西原公園庭球場、代々木大山公園運

動場、二子玉川区民運動施設

指定管理期間 令和 5年度以降

令和 5年 4月 1日から令和 10 年 3 月 31 日まで

令和 4年度以前

             平成 30 年 4 月 1 日から令和 5年 3月 31 日まで

指定管理料     265,236,941 円（消費税含む）

（内訳）年度協定書記載額  252,964,916 円（消費税含む）

    追加額（光熱水費） 12,272,025 円（消費税含む）

ウ 監査の結果

公の施設の管理に関する出納その他事務の執行については、おおむね適正に行

われていた。

なお、区と指定管理者間の基本協定書において、指定管理者による管理業務の

一部を再委託する際、区の承認が必要とされているものの、団体から区への申請

がされていなかった。団体に対して、今後は、再委託先及びその業務内容等を記

載し申請するよう求めたところ、事後に再委託申請書が区へ提出され、改善され

たことを確認した。

また、当該基本協定書に、年１回の専門評価機関等による第三者評価を受けた

結果及び業務改善の状況について、区へ報告する旨規定されているが、第三者評

価を受けてはいるものの、区への報告がされていなかった。団体に対して、区へ

報告するよう求めたところ、令和４年度分について、区への報告がされたことを

確認した。

    

⑼ 社会福祉法人渋谷区社会福祉事業団

ア 事業の概要

  東京都渋谷区に主たる事業所を置き、特別養護老人ホームの経営、保育所の経
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営等の事業を行う。

イ 財政的援助等の内容

(ｱ) 区の出資金（基本金） 5,000,000 円（平成 6年 4月 1日出資）

(ｲ) 補助金

    【福祉部地域福祉課分】

社会福祉法人渋谷区社会福祉事業団運営補助金        117,819,998 円

      【子ども家庭部保育課分】

       社会福祉法人渋谷区社会福祉事業団運営費の補助         51,562,979 円

       渋谷区保育サービス推進事業補助金                   28,830,000 円

                  【神宮前あおぞらこども園】   7,457,000 円

                   【本町きらきらこども園】     7,321,000 円

                   【恵比寿のびのびこども園】   7,656,000 円

                   【本町そよかぜこども園】   6,396,000 円

       渋谷区保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金         48,095,000 円

                   【神宮前あおぞらこども園】 8,406,000 円

                   【本町きらきらこども園】   10,995,000 円

                   【恵比寿のびのびこども園】 6,483,000 円

                   【本町そよかぜこども園】 10,515,000 円

                   【神宮前保育園にじ】      3,135,000 円

                   【西原保育園ゆめ】        8,561,000 円

       渋谷区保育士等キャリアアップ補助金                 48,755,000 円

                   【神宮前あおぞらこども園】 12,371,000 円

                   【本町きらきらこども園】 11,487,000 円

                   【恵比寿のびのびこども園】 12,532,000 円

                   【本町そよかぜこども園】 12,365,000 円

    ウ 監査の結果

補助金等及びその他の事務の執行は、おおむね適正に行われていた。ただし、

次のとおり、意見・要望事項が認められた。

所管部に対して、支払が完了していない補助金の追加交付分について、実績報

告及び精算が見込みで行われていたため、今後は要綱等にのっとり、適正に処理

するよう求めた。

(10) 社会福祉法人武蔵野療園

ア 事業の概要

     東京都中野区に主たる事務所を置き、第一種社会福祉事業として特別養護老人
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ホームの経営等の事業、第二種社会福祉事業として生活困難者のために、無料ま

たは低額な料金で診療を行う事業の経営、老人短期入所事業の経営等の事業を行

っている。渋谷区では、「渋谷区けやきの苑・西原特別養護老人ホーム」、「渋谷区

けやきの苑・西原高齢者在宅サービスセンター」の指定管理者として運営を行っ

ている。

渋谷区の指定管理は次の２施設である。

・ 渋谷区けやきの苑・西原特別養護老人ホーム

・ 渋谷区けやきの苑・西原高齢者在宅サービスセンター

イ 財政的援助等の内容

(ｱ) 指定管理施設：渋谷区けやきの苑・西原特別養護老人ホーム

  指定管理期間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月 31 日まで

指定管理料  なし

(ｲ) 指定管理施設：渋谷区けやきの苑・西原高齢者在宅サービスセンター

指定管理期間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月 31 日まで

指定管理料  なし

     (ｳ) 補助金

      渋谷区介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金 3,441,000 円

      渋谷区介護施設物価高騰対策補助金    5,201,800 円

ウ 監査の結果

    公の施設の管理及び補助金等に関する出納その他事務の執行については、おお

むね適正に行われていた。ただし、次のとおり意見・要望事項が認められた。

団体に対して、区との間で締結されている基本協定書の中で、事業実績報告書

の添付書類として決算報告書を提出する旨規定されているが、別に提出されてい

たため、今後は協定書に規定されているとおり、実績報告書に含めて提出するよ

う求めた。

(11) 株式会社やさしい手

ア 事業の概要

     東京都目黒区に本社を置き、介護サービスに関する業務等を行う株式会社であ

り、「渋谷区ケアコミュニティ・原宿の丘高齢者在宅サービスセンター」の指定管

理者として運営を行う。

渋谷区の指定管理は次の施設である。

・ 渋谷区ケアコミュニティ・原宿の丘高齢者在宅サービスセンター

イ 財政的援助等の内容

  (ｱ) 指定管理施設：渋谷区ケアコミュニティ・原宿の丘高齢者在宅サービスセン
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ター

  指定管理期間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月 31 日まで

指定管理料  なし

     (ｲ) 補助金

      渋谷区介護施設物価高騰対策補助金 765,600 円      

ウ 監査の結果

    公の施設の管理及び補助金等に関する出納その他事務の執行については、おお

むね適正に行われていた。ただし、次のとおり意見・要望事項が認められた。

業務基準書に規定される家族介護者教室において、家族等に対する栄養指導を

行うこととされているが、行われておらず、それに代えて個別対応をしていたた

め、今後は家族介護者教室の中で指導するよう求めた。

また、業務基準書におおむね６か月に１回開催される旨規定されている運営推

進会議が昨年度１１月に１回開催された後、１年近く開催されていなかったため、

今後業務基準書にのっとり開催するよう求めた。

(12）一般社団法人ビーンズ

ア 事業の概要

     東京都千代田区に主たる事務所を置き、障害をもった方々の自立支援及び福祉

支援を目的に資するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく障害福祉サービス事業等を行う。

イ 財政的援助等の内容

  渋谷区障害者日中活動系サービス推進事業補助金

【ＴＥＮ ＴＯＮＥ】      11,040,000 円

  渋谷区障がい者施設物価高騰対策補助金                      412,536 円

                                【ｍａｍｅｓｓｏ渋谷】     172,536 円

【ＴＥＮ ＴＯＮＥ】      240,000 円

ウ 監査の結果

    補助金等に係る出納その他事務の執行については、おおむね適正に行われてい

た。

なお、渋谷区障害者日中活動系サービス推進事業補助金について、第三者評価

の改善計画実施状況の具体的周知方法として、東京の福祉のポータルサイトであ

る「とうきょう福祉ナビゲーション」を採用している旨区へ報告していたが、同

サイトへの掲載が見受けられなかった。今後掲載を確認してから区へ報告するよ

う求めたところ、後日同サイトへの掲載をしたことを確認した。
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(13) 社会福祉法人ふれあい福祉協会

ア 事業の概要

   東京都渋谷区に主たる事務所を置き、生計困難者のために行う生活相談事業の

運営等の事業を営むことを目的としている。

イ 財政的援助等の内容

  渋谷区精神障害者ショートステイ事業等運営費補助金

                         【第１東梅ホーム】               5,027,442 円

  渋谷区精神障害者地域活動支援センター事業補助金

                         【地域活動支援センターふれあい】 23,168,594 円

                 （内訳）人件費      19,396,924 円

                     管理費      3,279,000円

                     事業費        492,670円

ウ 監査の結果

補助金等に係る出納その他事務の執行については、おおむね適正に行われてい

た。ただし、次のとおり意見・要望事項が認められた。

団体に対して、ショートステイ事業等運営費補助金に係る申請書類記載額の一

部に誤りがあったため、交付額に誤りはなかったものの、今後は適正に処理する

よう求めた。

(14) 株式会社ポピンズエデュケア

ア 事業の概要

  東京都渋谷区に本店を置き、女性管理職者を対象として講習・研修をする団体

の業務委託・管理・運営・講習・研修の実施運営、託児所・保育所の運営等の事

業を営むことを目的としている。

イ 財政的援助等の内容

  渋谷区保育サービス推進事業補助金                        8,551,000 円

       【ポピンズナーサリースクール恵比寿南】        4,770,000 円

       【ポピンズナーサリースクール代々木上原】        3,781,000 円

  渋谷区保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金             15,348,000 円

       【ポピンズナーサリースクール恵比寿南】         2,030,000 円

       【ポピンズナーサリースクール代々木上原】          8,449,000 円

       【ポピンズナーサリースクール代々木上原駅前】     2,715,000 円

       【ポピンズナーサリースクール代々木】              2,154,000 円

  渋谷区保育士等キャリアアップ補助金                     29,257,000 円

       【ポピンズナーサリースクール恵比寿南】         10,583,000 円
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       【ポピンズナーサリースクール代々木上原】     10,380,000 円

       【ポピンズナーサリースクール代々木上原駅前】    3,162,000 円

       【ポピンズナーサリースクール代々木】            5,132,000 円

  渋谷区保育所等における児童の安全対策強化事業補助金        641,000 円
       【ポピンズナーサリースクール恵比寿ホップキッズ】    322,000 円

       【ポピンズナーサリースクール代々木上原駅前】         79,000 円

       【ポピンズナーサリースクール代々木】              240,000 円

  渋谷区保育力強化事業補助金                2,860,000 円

       【ポピンズナーサリースクール代々木上原駅前】       666,000 円

       【ポピンズナーサリースクール代々木】            2,194,000 円

  新型コロナウイルス感染症対応のための保育施設等の臨時休園等に係る利用者

負担額軽減費用補助                    172,754 円

       【ポピンズナーサリースクール代々木上原駅前】       94,354 円

       【ポピンズナーサリースクール代々木】               78,400 円

  渋谷区認証保育所運営費等補助             65,805,980 円

     【ポピンズナーサリースクール代々木上原駅前】     26,908,685 円

       【ポピンズナーサリースクール代々木】          38,897,295 円

  渋谷区賃借物件による保育施設の設置運営に係る賃借料等補助

71,309,000 円

【ポピンズナーサリースクール恵比寿南】       37,994,000 円

        【ポピンズナーサリースクール代々木上原】   33,315,000 円

企業主導型保育事業保育料軽減補助金

       【ポピンズナーサリースクール恵比寿ホップキッズ】 6,260,400 円

  ウ 監査の結果

補助金等に係る出納その他事務の執行については、おおむね適正に行われてい

た。

(15) ナチュラルスマイルジャパン株式会社

ア 事業の概要

  東京都練馬区に本社を置き、保育所の経営等の事業を行う。

   イ 財政的援助等の内容

渋谷区保育サービス推進事業補助金            15,503,000 円

【まちのこども園代々木上原】                    5,794,000 円

【まちのこども園代々木公園】                    9,709,000 円

渋谷区保育士等キャリアアップ補助金                     24,975,000 円
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【まちのこども園代々木上原】                   11,422,000 円

【まちのこども園代々木公園】                   13,553,000 円

渋谷区保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金             23,335,000 円

【まちのこども園代々木上原】                   12,452,000 円

【まちのこども園代々木公園】                   10,883,000 円

渋谷区賃借物件による保育施設の設置運営に係る賃借料等補助

（まちのこども園代々木公園占用料等）                      8,724,804 円

   ウ 監査の結果

補助金等に係る出納その他の事務の執行については、おおむね適正に行われて

いた。

(16) 株式会社テノ.コーポレーション

ア 事業の概要

  福岡県福岡市に本社を置き、保育施設経営並びに企画・運営等の事業を行って

いる。渋谷区では認可保育所（ほっぺるランド渋谷）を経営している。

イ 財政的援助等の内容

渋谷区保育サービス推進事業補助金                       2,881,000 円

【ほっぺるランド渋谷】                       2,881,000 円

渋谷区保育士等キャリアアップ補助金                     8,285,000 円

【ほっぺるランド渋谷】                       8,285,000 円

渋谷区保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金             5,356,000 円

【ほっぺるランド渋谷】                       5,356,000 円

渋谷区賃借物件による保育施設の設置運営に係る賃借料等補助 13,977,000 円

        【ほっぺるランド渋谷】                      13,977,000 円

ウ 監査の結果

補助金等に係る出納その他の事務の執行については、おおむね適正に行われて

いた。

なお、渋谷区保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金に係る借上げ宿舎の解約

時に、団体から所管部に対して報告はされているものの、解約に関する書類の提

出がされていなかったため、書類を提出するよう求めたところ、実査時に所管部

に対して提出されたことを確認した。

(17) 株式会社こどもの森

ア 事業の概要

     本店を東京都国分寺市に置き、児童福祉サービスの受託及び児童福祉施設の経
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営等の業務を行っている。

イ 財政的援助等の内容

  渋谷区保育サービス推進事業補助金                   12,643,000 円

【渋谷もりのこ保育園神南】                 6,614,000 円

【まなびの森保育園幡ヶ谷】                    6,029,000 円

  渋谷区保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金               6,167,000 円

【渋谷もりのこ保育園神南】                      820,000 円

【まなびの森保育園幡ヶ谷】                    5,347,000 円

渋谷区保育士等キャリアアップ補助金                     9,318,000 円

【渋谷もりのこ保育園神南】                    4,259,000 円

【まなびの森保育園幡ヶ谷】           5,059,000 円

   ウ 監査の結果

     補助金等に係る出納その他の事務の執行については、おおむね適正に行われて

いた。

(18) 社会福祉法人聖母の会

ア 事業の概要

     長野県諏訪市に主たる事務所を置き、保育所の経営等の事業を営むことを目的

としている。

   イ 財政的援助等の内容

渋谷区保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金              22,073,000 円

      【聖ヨゼフ保育園】              12,815,000 円

         【聖ヨゼフ保育園西原】                        9,258,000 円

渋谷区民間保育所等学校１１０番設置事業費補助金           506,000 円

       【聖ヨゼフ保育園】                              253,000 円

       【聖ヨゼフ保育園西原】                          253,000 円

   ウ 監査の結果

補助金等に係る出納その他の事務の執行は、おおむね適正に行われていた。

     

(19) 社会福祉法人東香会

ア 事業の概要

   東京都町田市に本部を置き、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重し

て相互的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持

しつつ、心身ともにすこやかに育成することを目的として、保育所、一時預かり

事業等の第二種社会福祉事業を行っている。
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   イ 財政的援助等の内容

渋谷区保育サービス推進事業補助金                      9,616,000 円

       【渋谷東しぜんの国こども園】                9,616,000 円

渋谷区保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金             13,384,000 円

       【渋谷東しぜんの国こども園】               13,384,000 円

渋谷区保育士等キャリアアップ補助金                     10,780,000 円

       【渋谷東しぜんの国こども園】               10,780,000 円

渋谷区賃借物件による保育施設の設置運営に係る賃借料等補助 22,963,000 円

【渋谷東しぜんの国こども園】                 22,963,000 円

   ウ 監査の結果

     補助金に係る出納その他の事務の執行については、おおむね適正に行われてい

た。

(20) 株式会社東急コミュニティー

   ア 事業の概要

本店を東京都世田谷区に置き、土地建物の管理、賃貸、売買、仲介及びマンシ

ョン管理業等の業務を行っており、渋谷区では渋谷区営住宅等の管理を指定管理

者として行っている。

  イ 財政的援助等の内容

    指定管理施設 次の施設である。

区営住宅

（５５２戸）

ピアハウス東

（２０戸）

二軒屋住宅

（２３戸）

代々木三丁目住宅

（７５戸）

恵比寿三丁目住宅

（２０戸）

幡ヶ谷原町住宅

（３７戸）

笹塚一丁目住宅

（５１戸）

ライフピア西原

（７３戸）

幡ヶ谷二丁目住宅

（３８戸）

アクティブ住宅新橋

（２７戸）

代官山アドレス

（１４戸）

恵比寿西二丁目住宅

（５４戸）

幡ケ谷三丁目住宅

（１２戸）

西原一丁目住宅

（１１戸）

代々木西参道住宅

（１７戸）

西原二丁目住宅

（３８戸）

笹塚三丁目住宅

（４２戸）

借上げ等高齢

者住宅

（２９戸）

渋谷区本町借上げ

高齢者住宅

（７戸）

渋谷区笹塚借上げ高

齢者住宅

（１２戸）

ライフピア西原

（１０戸）

区民住宅

（２６戸）

渋谷区神宮前六丁

目区民住宅

（１０戸）

代官山アドレス

（１６戸）

地域福祉人材

住宅

（２２戸）

ライフピア西原

（２２戸）
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     指定管理期間 令和 2年 4月 1日から令和 7年 3月 31 日まで

     指定管理料           177,589,684 円（消費税を含む）

     （内訳）年度協定書記載額      164,717,652 円（消費税を含む）

        追加額（修繕等）        13,741,753 円（消費税を含む）

         戻入額            869,721 円（消費税を含む）

  ウ 監査の結果

公の施設の管理及び補助金等に関する出納その他事務の執行については、おお

むね適正に行われていた。ただし、次のとおり意見・要望事項が認められた。

まず、実績報告書の収支報告の人件費及び間接諸経費については予算額が記載

されており、実際の支出額が記載されていなかった。両経費とも確定払経費であ

り、経費超過となっても補塡されない経費であるが、指定管理業務経費の適正な

執行上、実際の支出額を記載するよう求めた。

次に、駐車料金収支について、指定管理料等と性質が異なるという指定管理者

の認識のため、「管理業務経費の収支状況」に含めないで記載していた。今後、当

該収支は、指定管理業務に関する収支と考えられるところ、収入、支出の総額を

漏れなく把握できるように、実績報告書及び予算書において、指定管理業務に含

めて記載するよう求めた。

(21) 東急バス株式会社

ア 事業の概要

     東京都渋谷区に本店を置き、自動車運送事業等を営む。

    補助金対象事業は、高齢者、障害者を始めとする区民生活の円滑化を交通面に

おいて支援し、利便性の高いまちの実現を目的とするコミュニティバス事業であ

る。

イ 財政的援助等の内容

渋谷区コミュニティバス事業補助金

【恵比寿・代官山循環 夕やけこやけルート】         70,505,000 円

【神宮の杜（もり）ルート（神宮前・千駄ヶ谷ルート）】 62,823,000 円

ウ 監査の結果

    補助金等に係る出納その他の事務の執行については、次のとおり指摘事項が認

められた。

    当該補助金要綱に、「運行経費 補助事業の運行開始日から５年間を上限とす

る。」と規定されているが、恵比寿・代官山循環夕やけこやけルートでは、平成

１６年の運行開始から毎年収支欠損額が生じており、補助を終了した場合、コミ

ュニティバス事業の継続が困難と認められることから、現在まで補助を続けてい
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る。また、本事業は、福祉バスの目的を持つ社会的な貢献性が極めて高いもので

あり、多種多様な社会的課題を総合的に解決していく必要があると所管部は認識

している。以上のことから、現状と照らし合わせ、事業の実情に沿った補助金要

綱に改正するよう指導した。

     また、次のとおり意見・要望事項が認められた。

     令和４年度の当該補助金の交付申請及び交付決定が、当該年度の３月に行われ

ていたため、当該補助金要綱で、四半期ごとに当該四半期経過後２０日以内に、

区長への報告を求める補助事業の実施状況について、提出は受けているものの、

供覧手続が行われていなかった。今後は、団体から四半期ごとの報告書が提出さ

れるより前に、当該補助金の交付申請・交付決定手続をするよう求めた。

(22) 宮下公園パートナーズ

ア 事業の概要

三井不動産株式会社（代表企業）及び西武造園株式会社で構成される共同事業

体で、渋谷区立宮下公園の指定管理者として令和２年７月から施設管理、運営等

を行っている。

   イ 財政的援助等の内容

指定管理施設 渋谷区立宮下公園

指定管理期間 令和 2年 4月 1日から令和 7年 3月 31 日まで

指定管理料  135,408,000 円（消費税含む）

利益の還元   5,611,400 円（利益 18,704,660 円×30％）

   ウ 監査の結果

   公の施設の管理及び補助金等に関する出納その他事務の執行については、次の

とおり指摘事項が認められた。

    宮下公園パートナーズは、令和５年度の植栽管理業務を西武造園株式会社に再

委託するための承認申請を所管部に対して行い、所管部はこれを承認していた。

共同事業体が構成企業に再委託をすることは、共同事業体を組成したメリットを

損なうおそれがあるため、一定の基準を設けるよう求めた。

    また、次のとおり意見・要望事項が認められた。

    第１に、事業計画書に基本協定書第１２条に定める記載すべき事項の一部の記

載がなかったため、今後区との間で締結された協定書にのっとり適正に処理する

よう求めた。

    第２に、年次業務実績報告書について、毎会計年度終了後４０日以内に、区へ

提出しなければならない旨規定されているが、令和５年９月に提出されていた。

今後は協定書にのっとり適正に処理するよう求めた。
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    第３に、協定書で定める第三者評価の実施が見受けられなかった。区の同意を

得て公園利用者アンケートを第三者評価として実施していたが、同アンケートは

協定書では第三者評価とは別の条文で規定されており、今後は協定書にのっとり

行うよう求めた。

              

第３ 総括意見

今年度の監査対象全般については、違法又は不当な支出は見受けられず、おおむね適正

に執行されていた。ただし、次の点については、意見を述べる。

第１に、財政援助団体に対する補助金等の交付事務について、所管部局における補助金

等の使途の検証、証拠書類の確認が十分とは言えない事例が見受けられた。

自治法第２３２条の２に、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合において、

補助をすることができる旨規定されている。所管部局は、一連の交付、精算等の事務手続

の中で、補助金等の使途が、要綱等に規定された補助金等の交付目的に照らして、妥当な

ものであり、交付要件を充足しているのかどうかについて、財政援助団体等から提出され

た証拠書類、報告書類等により確認を行う必要がある。書類のみの確認では不十分である

と考えられる場合は、ウェブサイトへの掲載や実地調査も含めて確認を行っていく必要が

あると考える。

また、所管部局は、補助金支出に対する効果を十分に把握した上で、社会経済情勢の変

化に応じて、必要があれば、補助金の交付要綱を改正することを検討されたい。

   第２に、出資団体の一部について、団体の棚卸資産管理規程の未整備、棚卸資産に係る

会計処理方法の誤り、固定資産管理規程に即した棚卸しが行われていないなどの事例が見

受けられた。

   とりわけ、棚卸資産は、現金に次いで紛失するリスクが高い資産と考えられる。

今後、所管部局においては、関連法令、会計基準等の改正の動向を注視しつつ、出資団

体の規程類、とりわけ経理に係る規程類について、専門的人材を活用するなどして指導さ

れたい。また、出資団体内部のリスク管理など統制が十分図られるよう、実地での指導及

び監督にも努められたい。

   第３に、今年度も、年々増加している公の施設の指定管理に係る問題点に触れる。

   まず、指定管理者が共同事業体である場合の各構成団体の一部に、指定管理者としての

認識が十分と言い難い団体が見受けられた。

自治法第２４４条の２第３項において、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため

必要があると認めるときには、指定管理者制度を適用できる旨規定されており、指定管理

者制度導入の目的のひとつに、公の施設の管理に民間の能力を活用することにより、経費

の節減を図ることがあげられている。共同事業体から共同事業体の構成企業に対して再委
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託が行われるとすると、経費が二重に発生し共同事業体を組成したメリットが十分に生か

されないおそれがあり、同条の趣旨に沿っているとは言い難い。所管部局においては、区

の募集要項や区と共同事業体間の協定書、覚書などに、共同事業体から構成企業への再委

託を制限する規定を盛り込むよう検討されたい。

加えて、再委託先が更なる委託を行ういわゆる「再々委託」についても、指定管理者の

管理監督者としての責任に照らして、所管部局において十分に把握されたい。

   次に、共同事業体に係る収支報告の一部支出科目において、自主事業分が含まれて表示

されている事例が見受けられた。今後、所管部局は、団体が収支報告を作成する際は、指

定管理料及び利用料金収入に対応する支出からは、自主事業の収入に対応する支出分を除

外して表示をするなどして、明確に区分するよう指導されたい。

以上に限らず、指定管理に係る会計事務及び運営事務については、基礎的自治体におけ

る執行の自由度が高いと言われている。そのため、基礎的自治体である区として、指定管

理に係る事務等を規定する指針類を整備し、指定管理者に対し統一的な管理及び指導を行

うことが強く求められる。公の施設の管理を適正かつ公平に行うためにも、指針類の整備

を遅滞なく進められたい。

一方で、指定管理料の使途については、証拠書類、団体からの報告書類等により、確認

及び効果検証を怠らないように努められたい。

   所管部局においては、区の事務事業に係る部分は、最終的に区が責任を負うものである

という認識を強く持ち、第三者評価、アンケート等の外部評価結果も活用することなどに

より、区の指定管理者に対するモニタリング機能を一層高められたい。

以上のように、財政援助団体、出資団体、指定管理者等の団体に対して、指導、助言等

を確実に行われることを期待する。


